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Ⅰ．はじめに

　近年，多くの高等教育機関で，障害のある学生
（以下，障害学生）に対する修学支援の取組が展
開されている。また，日本学生支援機構の障害学
生修学支援ネットワーク事業を始めとする全国的
な支援の取り組みの情報共有が進み，障害学生修
学支援の標準化が進んでいる。
　このような背景のなか，障害学生修学支援の
コーディネーターを配置する大学が増えている。
これまでも，障害学生修学支援に関わるコーディ
ネートを担当する人物の重要性について議論され
てきた1－3）。しかしながら，コーディネーターの
資質や職務的身分に関しては標準化されている状
況にはない。
　そこで本稿では，広島大学（以下，本学）の障

害学生修学支援の事例をもとに，障害学生の修学
支援に関わるコーディネート業務を整理するとと
もに，コーディネートを担う人物の職務的身分に
よるコーディネート上の特性について整理し，
コーディネーターを配置することを想定した場合
の検討課題について議論したい。
　なお，高等教育機関によって障害学生修学支援
のコーディネーターの名称は様々であり担当する
業務内容にも幅があるが，本稿では障害学生修学
支援に関する連絡調整業務やインテイク業務を支
援の拠点において日常的に担う者を「支援コー
ディネーター」と記す。

Ⅱ．�本学の障害学生修学支援とそのコー
ディネート

　ここでは，本学における障害学生修学支援体制
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と支援の流れを概観し，支援コーディネート業務
について整理する。

１．本学の障害学生修学支援体制
　まず，本学における障害学生修学支援の組織と
支援の流れを概観したい。
　本学では，支援に関する全学規則および全学的
合意形成を行う全学会議（アクセシビリティセン
ター会議）のもと，全学的な支援を行っている。
支援に関して主たる責任を持つのは障害学生が在
籍する学部・研究科等（以下，学部等）であるが，
支援を実施する学部等をサポートする全学的拠点
としてアクセシビリティセンター（Accessibility 
Center。以下，AC）が設置されている4,5）。AC
の所掌事項は，障害学生の修学支援に関すること，
アクセシビリティ教育及び支援開発に関するこ
と，アクセシビリティリーダー人材育成に関する
こと，アクセシビリティ推進に関すること，であ
る。
　全学的な合意形成を行う AC 会議は，各学部等
から１名選出される支援担当教員（支援委員）と
支援に関わる有識者で構成される全学会議であ
る。支援に際しては，AC と支援委員とが連携を
図っている。AC では恒常的に，支援ニーズのあ
る学生，支援を行う学生（以下，支援学生），授
業担当教員や窓口担当の事務職員をはじめとする
当該教職員からの相談を受けたり，必要に応じて

支援内容の検討や支援学生への指示を行い，授業
担当教員や学部等と連携しながら支援の実施や管
理を行っている。
　平成24年度現在，AC の教職員は，センター長
１名（教授・兼任），准教授１名，特任講師１名，
特任助教１名，支援コーディネーター２名，事務
職員２名，研究員２名である。これに加えて，
ティーチングアシスタント（以下，TA）４名，
学生コーディネーター（障害学生の所属学部等と
AC の連携を図る）１名，インターン（アクセシ
ビリティリーダー資格取得者を AC で週２時間～
４時間程度雇用）21名，授業「障害学生支援ボラ
ンティア実習」履修生（以下，実習生）延べ約80
名の学生スタッフがいる。平成24年現在，AC で
障害学生修学支援の実務に携わる教職員・学生の
内訳と，主要な支援業務・作業を表１にまとめた。
　本学に支援コーディネーター（週30時間勤務）
が最初に配置されたのは平成12年度で，専任教員
が配置されたのは平成13年度からである。AC の
取り組みや配置教職員の変化に応じて，支援コー
ディネーターの業務内容も変化してきた6）。現在
の支援コーディネーターの主な業務は，学生・教
職員の相談窓口業務，支援内容の検討，学生・教
職員・学部間の連絡調整，支援の進捗管理，支援
情報の整理等である6,7）。なお特任教員２名は，ア
クセシビリティ教育に関するプロジェクトに関わ
る特任であり，支援業務としては，支援学生に対

表１．本学アクセシビリティセンター障害学生修学支援実務担当概要（平成24年度）

1
1
2
2
1

TA 4
ALI 21

80
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する教育・人材育成に重点がある。研究員２名も
同プロジェクトでの雇用で，支援との関わりは薄
い。

２．�本学における障害学生修学支援のコーディ
ネート

　本学における障害学生修学支援のコーディネー
トの流れについて，支援の申請から，教材支援（点
訳，字幕支援等）および支援学生派遣（ノートテ
イク，ガイドヘルプ等）が実施されるまでの流れ
を見ることで整理する。
　支援の申請は，入試の特別措置から始まるケー
スと，入学後に支援の必要性を感じて申請に至る
ケースがある。支援の申請窓口は学部等であるが，
支援に関する相談は AC で受ける場合も多い。学
部等は，障害学生からの支援の申請を受けて合格
後相談を開催する。合格後相談には，障害学生，
学部等から支援委員と事務職員，支援コーディ
ネーターが出席するが，必要に応じて保護者や主
治医，AC 准教授や保管管理センター教員，チュー
ター等の教員が加わることがある。また，一時的
な怪我等で対応が明らかな場合は，合格後相談が
簡略化される場合もある。合格後相談の場では，
学部等の事務職員や支援委員が学部等に関わる情
報を提供し，支援コーディネーターが支援に関す
る助言を行う。合格後相談の場では，支援の内容
の具体を確定することはせず，支援の方向性を確
認することにウェイトが置かれる。
　合格後相談の結果を受けて，障害学生は支援
コーディネーターの助言をもとに，配慮願いの文
書を作成する。作成された配慮願いの文書は，支
援委員の名前で支援委員から授業担当教員に周知
される。配慮願いには，障害の特性や配慮の内容
に加えて，必要となる支援の可能性について書か
れている。支援の内容については，障害学生が履
修する授業の様子を見ながら具体化されていく。
　教材支援や支援学生の派遣が必要になる場合に
は，支援のための人的資源が必要となる。本学で
の主な人的資源の供給源は，AC が開講する授業

「障害学生支援ボランティア実習」の受講生，お
よび AC のインターンである。「障害学生修学支

援ボランティア実習」を担当し，インターンへの
指導を行っているのは AC の教員３名である。本
学では現在，人材育成・人材活用プログラムを実
施しており，アクセシビリティ支援と教育をリン
クさせた取組（アクセシビリティリーダー育成プ
ログラム）を行うとともに，アクセシビリティ支
援に関する教育・啓発を図っている。
　教材支援や支援学生派遣のスケジュール管理・
連絡調整，支援学生へのケアは，支援コーディネー
ターが行い，支援学生に対する技術指導は AC の
教員３名が行っている。教材支援や支援学生の派
遣に関わる障害学生・支援学生・教職員からの相
談や，様々なフォローでは，支援コーディネーター
がインテイクを行う。支援コーディネーターは，
人的資源の供給源である実習生やインターンを総
括する AC 教員と密に連携をとることで，人材育
成と人材活用のバランスを図っている。
　さらに，重要な支援のコーディネートの流れに
は，期末試験の特別措置や全学的な合意形成が必
要な事項がある。試験の特別措置に関しては，
AC が助言やサポートは行うが，正規の支援ルー
トでは，障害学生が申請し，申請を受けて学部等
が試験特別措置を決定し対応を行うことになる。
試験特別措置の申請には，学生が所属する学部等
のチューターもしくは支援委員のサインが必要で
ある。特別措置の申請内容については，初回の申
請では AC に相談して内容を固める学生がほとん
どである。その場合は，支援コーディネーターが
インテイクと助言を行うが，必要に応じて授業担
当教員と申請前に相談をするケースもある。また，
特別措置の申請後に，授業担当教員から AC に相
談を受けることもある。授業担当教員との相談は，
支援コーディネーターが行う場合と，AC の助言
のもとに障害学生本人が行う場合があるが，稀に
３者で協議するケースもある。試験特別措置内容
の決定は授業担当教員・学部等が行うが，特別措
置の結果に関しては事後に AC センター長に報告
される。
　全学的な合意形成が必要な事案に関しては，通
常は全学会議である AC 会議で審議される。また，
必要に応じて AC センター長名，または副学長・
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学長名で，当該学部等へ周知される。
　以上のように，本学の事例から分かることは，
支援のための各ステップに様々な立場の教職員や
学生が関わっており，随時連絡調整が行われてい
ることである。その連絡調整業務は，必ずしも支
援コーディネーターが単独で行って成立するもの
ではない。派遣先では支援学生が現場での作業の
調整を行ったり，学部等内の教員間で必要な連絡
調整を支援委員が担ったり，学内の設備の使用等
に関しては事務内での調整が図られている。また
全学的な合意形成のプロセスに関しては，AC セ
ンター長や副学長・学長等の関与がある。障害学
生修学支援を実施する中で連絡調整が行われるの
は，支援の場から大学運営レベルまで様々で，こ
のことからも障害学生修学支援に関するコーディ
ネートは全学的な組織の中で成立していることが
分かる。
　一般的な支援コーディネーターのイメージとし
ては，本学における支援コーディネーターの役割
だけではなく，学生コーディネーター，支援委員，
AC 教員，場合によっては学部等の事務担当職員
の役割をも含むことが多いと推定される。支援が
多岐にわたるほど，関連する情報を集約し，支援
の進捗を管理し，統一的な支援を支える役目が求
められる。

Ⅲ．�高等教育機関における障害学生支援担
当者の配置状況

　日本学生支援機構の2007年の報告8）（以下，日
本学生支援機構『実態調査』）によると，「障害学
生の修学支援に関する業務を専門に行う担当者

（障害学生修学支援コーディネーターを含む。以
下，支援担当者）」を配置している高等教育機関
は173校（14.1％）となっている。「障害学生の修
学支援を対象とした専門部署・機関を設置してい
る高等教育機関」は44校（3.6％）と低い割合で
ある。「障害学生の修学支援に関わる規程等」の
整備状況を見てみると，規定等の整備を行ってい
る高等教育機関は97校（7.9％）。「障害学生の修
学支援を対象とした専門委員会等の設置」は，高
等教育機関129校（10.5％）で行われている。

　支援担当者の配置，専門部署・機関の設置，規
程等の整備，専門委員会の設置を支援体制整備状
況の目安とすれば，日本学生支援機構『実態調査』
からは，多くの大学等では支援体制が整備されて
いる途中であるということが言える。また，コー
ディネーターを含む障害学生支援担当者の配置の
割合に対して，専門部署・機関の設置，規程など
の整備，専門委員会の設置の数値が低いというこ
とは，支援体制が整っていない状況下で，支援担
当者が実働している現状があると考えられる。
　2012年 PEPNet-Japan が公開した『大学および
短期大学における障害学生支援担当者の業務内
容・専門性に関する実態調査報告書』9）（以下，
PEPNet-Japan『実態調査』）では「障害学生支援
コーディネーターをはじめとする障害学生支援担
当者」（以下，障害学生支援担当者）が取り上げ
られている。
　PEPNet-Japan『実態調査』によると，「障害学
生支援担当者の肩書」では，一般職が53名（26%）
と最も多く，次いで障害学生支援コーディネー
ターや障害学生支援室スタッフといった障害学生
支援関係者が51名（25％）となっている。全体で
は，障害学生支援関連と支援組織担当の教員が
204名中59名で４分の１強を占めているが，それ
より障害学生支援に直接関連しない肩書を持つ障
害学生支援担当者が多い事が分かる。
　「障害学生支援担当者の職種」では職員が183名

（85.9％）と圧倒的に多く，教員は24名（11.3％）
に留まっている。また研究員３名，その他３名と
なっている。今回の調査では表に出ていないが，
実際のコーディネート業務の一部を教職員以外の
学生が担う大学等も，ある程度存在すると思われ
る。
　高等教育機関によって支援体制の整備状況が異
なることを考慮すると，障害学生修学支援のコー
ディネートに必要な業務内容を整理分類し，どの
ような職務的身分の人材がその役割を担当するこ
とが適当であるかを議論する必要がある。また障
害学生修学支援の継続性の観点からも，恒常的な
学生支援の中に，どのように障害学生修学支援の
内容を組み込んでいくかを検討する必要があるだ
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ろう。

Ⅳ．�支援コーディネーター配置に関する考
察

　本稿「Ⅱ」では，本学における障害学生修学支
援のコーディネートの流れと，支援に関わる人々
の支援への関わり方について整理した。本稿「Ⅲ」
では，日本学生支援機構および PEPNet-Japan の
全国調査をもとに，全国の高等教育機関における
障害学生修学支援体制の整備状況よび支援担当者
の配置状況について言及した。ここでは，これら
の内容に基づき，支援コーディネーター配置の際
に検討すべき課題について，職務的身分による特
性をふまえて考察したい。

１．障害学生修学支援の特性
　障害学生修学支援は，修学上のアクセシビリ
ティを担保するために，学生支援の一環として実
施されるものである。それでは，障害学生修学支
援の特徴とは何か。一般の学生支援と障害学生修
学支援では，どのような点が異なると言えるだろ
うか。
　障害学生のニーズは，学生の障害特性に依存し
て個別性が高いため，必然的に多様化し，より学
生のニーズに適した個別対応が求められる。全学
生に占める障害学生の割合が極めて少数であるこ
とも，支援ニーズの特別性の要因の一つである。
障害学生修学支援のニーズは，極めて少数であり，
迅速できめ細やかな個別対応が求められることに
なる。障害学生のニーズを予め想定することは難
しく，また支援は恒常的なものとも限らないため，

具体的な対応方法を事前に準備できる範囲には限
界がある。このため，ノートテイクや点訳支援と
いった多くの人的資源を必要とする支援も，学生
が在学する４年程度の期間に限ったニーズとなる
ケースも少なくない。

２．支援コーディネーターに求められる役割
　我が国の高等教育機関における障害学生修学支
援の歴史はまだ浅く，支援業務を担う人員の必要
性は認められつつあるものの，どのような人材が
必要かについては十分に整理されていない。支援
を実施するには，障害学生への配慮が妥当かどう
か，どの程度何を行うべきなのかを判断しなけれ
ばならないが，支援に関する情報が乏しい中では
この判断が難しい。障害学生の割合は低くニーズ
は多様で，支援の事前準備に限りがあるという状
況下では，支援に必要な情報を集約し総べる役割
が必要である。

１）�個別ニーズを把握するための十分なインテイ
ク

　支援に必要な情報を集約するためには，障害学
生の個別のニーズを把握するために，インテイク
に時間を割くことができる人員が必要となる。次
に，インテイクで得た情報をもとに，俯瞰的に支
援をコーディネートできる人材が求められる。公
平性を担保するための学生支援においては，俯瞰
的な視点が必要となるからである。
　インテイクや俯瞰的な支援のコーディネートを
行う人材には，必ずしも「コーディネーター」と
いう肩書が必要とは限らない。必要なのは，適当

表２．障害学生修学支援の特性
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な人材を機能させるための仕組みである。支援
コーディネーターが質の高いインテイクを行うた
めには，相談の第一選択肢となりうるような人物
や部署へのアクセスが円滑であることも重要であ
る。十分なインテイクを行い，適切な支援にこれ
をつなげるためには，支援のために必要な業務の
何を誰が担うのか，言い換えると，支援に必要な
業務を行うことのできる権限とバックグラウンド
を持つのは誰かを踏まえて検討する必要がある。

２）職務的特性を踏まえた教職員の連携
　高等教育機関における障害学生修学支援実施の
ためには，学内の教員と職員それぞれの職務的身
分で，何が可能で何が困難かを考慮する必要があ
る。
　教員は，教育や学生への指導を行う立場上，障
害学生が履修する授業を担当する可能性があり，
また支援者の育成に参与することも可能と考えら
れる。職員は，日々の大学運営の実働を担うこと
から，多様な学生が学ぶことを想定して，大学の
規則・規程等の管理運営，施設や設備の管理，カ
リキュラムの管理，学生への各種サービスの提供
等を行うことが可能である。
　しかし，教員・職員ともに単独で支援業務を行
うことは難しく，支援の運営のためには教員と事
務との連携を図る体制が求められる。

３）支援学生の指導とフォロー
　学生が障害学生修学支援に関わることは，教育
的にも大きなメリットがある。しかし，そもそも
学生の立場ではアクセス可能な情報に限りがあ
り，大学運営に関連する業務実施の権限もなく，
支援の現場で行える裁量の範囲にも大きな制約が
ある。
　ニーズのある障害学生や他の学生と同等の立場
で支援に携わることは，同じ目線での理解や交流
が図れるなどのメリットはあるが，あくまで大学
として支援学生を育成しながら，活動をフォロー
する仕組みが求められる。

３．支援コーディネーターの職務的身分
　インテイクや俯瞰的な支援のコーディネートが
重要であることを考えると，支援コーディネー
ターには，支援に関わる権限や情報，人物へのア
クセスを担保することが望ましい。また障害学生
支援のためには，同時に支援学生への指導やケア
が求められる。このことから支援コーディネー
ターの人材について職務的身分を踏まえて考える
と，望ましいのは，教職員の身分で，学生のフォ
ローに長け，かつ事務的な能力を備えた人材であ
る。
　日本学生支援機構や PEPNet-Japan の報告にあ
るように，支援に関する専任教職員を配置するこ
とは容易でないものと考えられるが，職員の支援
コーディネーターを配置する大学は増えている。
そして，支援コーディネーターに求められる資質
には，職員的資質と教員的資質を併せ持つ要素が
ある。支援コーディネーターの配置には，職務的
身分による支援業務の可能・不可能性を見極めて
臨む必要がある。支援コーディネーターを職員と
して配置する場合は教員的要素をどのように補う
か，教員を配置する場合には職員的要素をどのよ
うに補うかの議論が必要である。

４．障害学生修学支援の体制づくり
　支援体制における人員には限りがあり，高等教
育機関によっては，支援のニーズが極端に少な
かったり，経済的な事情から，障害学生修学支援
に特化した専任の教職員を配置することが，現実
的な選択肢になりえない場合がある。
　専任教職員の配置が無い場合でも，障害学生修
学支援の運営を可能とする仕組みについての議論
が必要である。専任教職員を配置することが難し
いとしても，規則を制定したり委員会を組織する
など，合意形成のメカニズムを形成すること自体
は，高等教育機関の設置形態にかかわらず可能な
範疇に入るかと思う。一般の学生支援では，既に
学生支援のメカニズムが構築されていると考えら
れるからである。
　支援コーディネーターには専任教職員の配置が
望まれるが，専任教職員の配置が困難な場合は，
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近隣の複数大学が連携してコーディネートに必要
な要素を共有・相互補完する，あるいは，障害学
生支援を組み込んだ総合的な学生支援体制を整備
し，複数の職員でコーディネート業務を担う体制
をつくる等が考えられる。また，ニーズが少ない
時点で，ニーズが大きくなった時のための準備を
行っていくことは重要であり，支援コーディネー
ターの役割を議論する際には，ニーズの多寡によ
る不連続性をどのように処理していくかを念頭に
置いておく必要もある。

Ⅴ．まとめ

　本稿では，本学の事例から，障害学生修学支援
に関わるコーディネート業務を整理し，支援コー
ディネーター配置に関する課題を検討した。支援
コーディネーターを配置する場合，その役割や権
限の置き方には様々なあり方が考えられるが，い
ずれにしても，俯瞰的な支援のコーディネートを
体制の中でどう補うかを工夫していく必要があ
る。
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